
（愛媛県報平成２０年１２月２６日第２０２８号外１別記２）

伊予灘における特定区画漁業の免許の内容

たるべき事項等



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

伊特区
第１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市中島大
浦地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市中島大浦竜神防波堤東側付け根から海岸

沿い東へ４８０メートルの標識
Ｂ 松山市中島大浦長崎鼻東端

点 ア Ａから松山市小浜ヨウ崎見通し線とＢから竜神
防波堤の曲点見通し線との交点
イ Ｂから竜神防波堤曲点見通し３８０メートルの点
ウ Ａから１００度１９０メートルの点
エ Ａから松山市小浜ヨウ崎見通し１５０メートルの
点

松山市中
島大浦、
小浜

別記２の
とおり

伊特区
第２号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市宮野地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市宮野西防波堤西側付け根から海岸沿い西

へ３００メートルの標識
Ｂ 松山市宮野庚申防波堤東側付け根から海岸沿い
東へ３００メートルの標識

点 ア Ａから松山市興居島琴引鼻見通し線とＢから同
市神浦フグリ岩見通し線との交点
イ Ｂから松山市神浦フグリ岩見通し４１０メートル
の点
ウ Ａから７０度４４０メートルの点
エ Ａから松山市興居島琴引鼻見通し３４０メートル
の点

松山市中
島大浦、
小浜、長
師、宮野
及び神浦

別記２の
とおり

伊特区
第３号

第１種
区画漁
業

あわび
垂下式
・わか
め養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市怒和島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市上怒和漁港北防波堤北側突端

Ｂ 松山市上怒和漁港南防波堤北側突端
点 ア ＡからＢ見通し７０メートルの点

イ ＡからＢ見通し２２０メートルの点
ウ Ａから２６６度２５５メートルの点
エ Ａから２９１度１１２メートルの点

松山市上
怒和

別記２の
とおり

伊特区
第４号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市怒和島
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島草崎西端

Ｂ 松山市怒和島ホウ崎南端
点 ア Ａから松山市下二子島西端見通し２００メートル

の点
イ Ｂから松山市津和地苅藻鼻見通し２００メートル
の点

松山市元
怒和

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第５号

第１種
区画漁
業

あわび
垂下式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市怒和島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島オカネ碆
点 ア Ａから松山市元怒和甲１８０９番地１中島三和漁協

元怒和支所見通し１００メートルの点
イ Ａから松山市元怒和甲１８０９番地１中島三和漁協
元怒和支所見通し３００メートルの点
ウ Ａから６５度３１０メートルの点
エ Ａから８５度１２０メートルの点

松山市元
怒和

別記２の
とおり

伊特区
第６号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市怒和島
地先

ＡＢの直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０メートルの
線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島コシキ鼻西端

Ｂ 松山市怒和島辨天鼻西端

松山市元
怒和

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第７号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市怒和島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島伊予崎小島島頂

Ｂ 松山市怒和島宮ノ浦八幡宮鳥居の中央
点 ア Ａから剣崎鼻見通し１５０メートルの点

イ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し３３０メ
ートルの点
ウ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し１３０メ
ートルの点
エ Ａから１４４度２１０メートルの点

松山市元
怒和

別記１及
び２のと
おり

－１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

伊特区
第８号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市怒和島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島伊予崎北端

Ｂ 松山市怒和島宮ノ浦八幡宮鳥居の中央
点 ア Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し１２０メ

ートルの点
イ Ａから１０１度７００メートルの点
ウ Ａから１０７度７２０メートルの点
エ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し４０メー
トルの点

松山市上
怒和

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第９号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市怒和島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島伊予崎北端

Ｂ 松山市怒和島宮ノ浦八幡宮鳥居の中央
点 ア Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し３３０メ

ートルの点
イ Ａから８０度７５０メートルの点
ウ Ａから９６度７１０メートルの点
エ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し１３０メ
ートルの点

松山市上
怒和

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第１０号

第１種
区画漁
業

かき垂
下式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市怒和島
地先

アイ、イオ、オカ及びカアの４直線によって囲まれた区域
並びにイウ、ウエ及びエイの３直線に囲まれた区域
基点 Ａ 松山市怒和島伊予崎小島島頂

Ｂ 松山市怒和島宮浦八幡神社鳥居の中央
点 ア Ａから剣崎鼻見通し５０メートルの点

イ Ａから剣崎鼻見通し１５０メートルの点
ウ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し４３０メ
ートルの点
エ Ｂから松山市白石（三ツ石）灯台見通し３３０メ
ートルの点
オ Ａから１４４度２１０メートルの点
カ Ａから１７５度１４０メートルの点

松山市元
怒和

別記２の
とおり

伊特区
第１１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市津和地
島地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市津和地島コウノト鼻北西端

Ｂ 松山市津和地島行先松鼻北端
点 ア Ｂから松山市流児島黒鼻見通し４０メートルの点

松山市津
和地

別記２の
とおり

伊特区
第１２号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市流児島
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市流児島黒鼻から護岸沿い東へ１１０メート

ルの地点に設置された標識
Ｂ 松山市流児島赤岩

点 ア Ａから１９０度７０メートルの点
イ Ｂから１９０度７０メートルの点

松山市津
和地

別記２の
とおり

伊特区
第１３号

第１種
区画漁
業

あわび
垂下式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市流児島
地先

アイ及びイＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市流児島ビワ首鼻南端

Ｂ 松山市流児島赤岩
点 ア Ａから松山市津和地島コウノト鼻見通し１０メー

トルの点
イ Ｂから１９０度７０メートルの点

松山市津
和地

別記２の
とおり

伊特区
第１４号

第１種
区画漁
業

わかめ
・ひじ
き養殖
業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市津和地
島地先

Ａア及びＢアの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市津和地島クグリ鼻南端

Ｂ 松山市津和地島メットリ鼻（仙波南鼻）南端
点 ア Ａから松山市怒和島辨天鼻見通し線とＢから同

市二神島能崎見通し線との交点

松山市津
和地

別記１及
び２のと
おり

－２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

伊特区
第１５号

第１種
区画漁
業

あわび
垂下式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

松山市二神島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市二神漁港の一文字防波堤基部漁港区域の

基準点
点 ア Ａから２９３度３００メートルの点

イ Ａから２７４度２７７メートルの点
ウ Ａから２７５度１８７メートルの点
エ Ａから３０２度２２０メートルの点

松山市二
神

別記２の
とおり

伊特区
第１６号

第１種
区画漁
業

ひじき
養殖業

９月１日から
翌７月３１日ま
で

松山市二神島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 松山市二神漁港の一文字防波堤基部漁港区域の

基準点
点 ア Ａから２９３度３００メートルの点

イ Ａから２９６度６９９メートルの点
ウ Ａから２９２度７０３メートルの点
エ Ａから２８４度３０８メートルの点

松山市二
神

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第１７号

第１種
区画漁
業

かき垂
下式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡伊方
町三机小振地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡伊方町三机坂本乙３０３１番地の１の標識

Ｂ 西宇和郡伊方町三机シロバエ北東端
点 ア ＡからＢ見通し１２０メートルの点から１８０度１２０

メートルの点
イ アから１８０度８０メートルの点
ウ イから９０度１２５メートルの点
エ ウから０度８０メートルの点

西宇和郡
伊方町

別記２の
とおり

伊特区
第１８号

第１種
区画漁
業

真珠貝
垂下式
養殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡伊方
町大江地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線に囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡伊方町大江ハヤト北防波堤基部の標識
点 ア Ａから１９８度２７５メートルの点

イ Ａから１９８度４８５メートルの点
ウ Ａから２３２度５２５メートルの点
エ Ａから２５０．５度３７０メートルの点

西宇和郡
伊方町

別記２の
とおり

伊特区
第１９号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西宇和郡伊方
町小島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線に囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡伊方町小島乙１５７５住吉神社の標識
点 ア Ａから３４度１７０メートルの点
イ Ａから８度２８５メートルの点
ウ Ａから３２０度２６５メートルの点
エ Ａから３００度１３５メートルの点

西宇和郡
伊方町

別記１及
び２のと
おり

伊特区
第２０号

第１種
区画漁
業

あわび
垂下式
・わか
め養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡伊方
町明神地先

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡伊方町明神漁港第２防波堤突端南端

Ｂ 西宇和郡伊方町明神漁港第３防波堤突端北端
点 ア Ａから西宇和郡伊方町二名津ウドノ口見通し１５

０メートルの点
イ Ｂから西宇和郡伊方町二名津ウナイ浜の鼻見通
し１５０メートルの点

西宇和郡
伊方町三
崎地区

別記２の
とおり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障をおよぼしてはならない。

－３－


